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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
海
洋
放
出
の
科
学
的
評
価
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
海
洋
放
出
の
科
学
的
評
価
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
Ｐ
Ｉ
Ｆ
専
門
家
パ
ネ
ル
」
か
ら
の
「
指
摘
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
二
月
九
日
に
開
催
し
た
「
東
京
電
力

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
現
状
に
関
す
る
太
平
洋
諸
島
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）
事
務
局
及
び
専
門

家
向
け
対
面
説
明
会
」
な
ど
の
機
会
を
通
じ
、
太
平
洋
諸
島
フ
ォ
ー
ラ
ム
事
務
局
及
び
御
指
摘
の
「
Ｐ
Ｉ
Ｆ
専
門
家
パ
ネ
ル
」

に
対
し
、
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
（
以
下
「
福
島
第
一
発
電
所
」
と
い
う
。
）

の
御
指
摘
の
「
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
」
（
以
下
「
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
」
と
い
う
。
）
の
海
洋
へ
の
放
出
（
以
下
「
海
洋
放
出
」

と
い
う
。
）
を
計
画
す
る
に
当
た
っ
て
環
境
へ
の
影
響
評
価
を
実
施
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
含
め
、
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
現

状
に
つ
い
て
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
き
丁
寧
に
説
明
し
、
継
続
的
な
や
り
取
り
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
引
き

続
き
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
き
、
先
方
に
対
し
て
丁
寧
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
に
関
す
る
対
応
を
着

実
に
進
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

廃
棄
物
そ
の
他
の
物
の
投
棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
五
十
五
年
条
約
第
三
十
五
号
）
は
、
海
洋



 

２ 

 

汚
染
の
原
因
と
し
て
、
前
文
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
五
に
お
い
て
、
「
投
棄
」
と
「
大
気
、
河
川
、
河
口
、
排
水
口
及
び
パ
イ
プ
ラ

イ
ン
を
通
ず
る
排
出
等
」
を
書
き
分
け
た
上
で
、
同
条
約
の
適
用
対
象
を
「
投
棄
」
に
限
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
同
条
約
第

三
条
１

（ａ）
及
び
同
条
約
の
防
止
措
置
を
一
層
強
化
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
千
九
百
七
十
二
年
の
廃
棄
物
そ
の
他
の
物
の
投

棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
約
の
千
九
百
九
十
六
年
の
議
定
書
（
平
成
十
九
年
条
約
第
十
三
号
）
第
一
条
４
4.1

は
、
「
投
棄
」
を
「
海
洋
に
お
い
て
廃
棄
物
そ
の
他
の
物
を
船
舶
、
航
空
機
又
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
そ
の
他
の
人
工
海
洋

構
築
物
か
ら
故
意
に
処
分
す
る
こ
と
」
等
と
定
義
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陸
上
か
ら
の
排
出
に
つ
い
て
は
、
同
条
約
及
び

同
議
定
書
の
適
用
上
、
「
投
棄
」
に
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
御
指
摘
の
「
地
下
ト
ン

ネ
ル
か
ら
の
海
洋
放
出
」
は
、
ト
ン
ネ
ル
を
用
い
た
陸
上
か
ら
の
廃
棄
物
等
の
海
洋
へ
の
放
出
で
あ
り
、
同
条
約
及
び
同
議

定
書
の
「
投
棄
」
に
は
該
当
せ
ず
、
同
条
約
及
び
同
議
定
書
の
適
用
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
同
議
定
書
は
、
そ
の
目
的
に
つ
い
て
、
同
議
定
書
第
二
条
に
お
い
て
、
「
締
約
国
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
汚

染
の
す
べ
て
の
発
生
源
か
ら
海
洋
環
境
を
保
護
し
、
及
び
保
全
し
、
並
び
に
自
国
の
科
学
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的
な
能
力

に
応
じ
て
、
廃
棄
物
そ
の
他
の
物
の
投
棄
又
は
海
洋
に
お
け
る
焼
却
に
よ
り
生
ず
る
汚
染
を
防
止
し
、
低
減
し
、
及
び
実
行

可
能
な
場
合
に
は
除
去
す
る
た
め
の
効
果
的
な
措
置
を
と
る
も
の
」
と
規
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
同
議
定
書
の
締
約
国
の
と



 

３ 

 

る
べ
き
措
置
は
、
「
投
棄
」
又
は
海
洋
に
お
け
る
焼
却
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
海
洋
放
出
に
つ
い
て
は
、
同
議
定

書
の
「
投
棄
」
に
該
当
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
、
同
議
定
書
の
目
的
に
反
す
る
も

の
と
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
政
府
と
Ｐ
Ｉ
Ｆ
と
の
会
合
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
六
月
二
日
及
び
十
六
日
並
び
に
同
年
七
月
一
日

に
開
催
し
た
「
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
現
状
に
関
す
る
太
平
洋
諸
島
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ｐ

Ｉ
Ｆ
）
事
務
局
向
け
テ
レ
ビ
会
議
説
明
会
」
、
令
和
五
年
二
月
九
日
に
開
催
し
た
「
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
現
状
に
関
す
る
太
平
洋
諸
島
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）
事
務
局
及
び
専
門
家
向
け
対
面
説
明
会
」
並
び

に
同
年
四
月
十
四
日
及
び
同
年
六
月
一
日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
た
「
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ

処
理
水
の
現
状
に
関
す
る
太
平
洋
諸
島
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）
事
務
局
及
び
専
門
家
と
の
対
話
」
の
御
指
摘
の
「
概
要
」

を
経
済
産
業
省
及
び
外
務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
「
議
事
録
」
を
含

め
、
こ
れ
以
上
の
「
詳
細
」
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
と
の
関
係
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
「
公
表
」
す
る
こ
と

は
考
え
て
い
な
い
。 



 

４ 

 

五
に
つ
い
て 

 
 

海
洋
放
出
に
つ
い
て
は
、
福
島
第
一
発
電
所
の
敷
地
内
に
保
管
さ
れ
て
い
る
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
タ
ン
ク
を
減
少
さ
せ
、

当
該
タ
ン
ク
の
長
期
保
管
に
伴
う
風
評
に
よ
る
影
響
や
漏
え
い
の
リ
ス
ク
を
減
ら
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
当
該
タ
ン
ク
や

そ
の
配
管
設
備
等
が
福
島
第
一
発
電
所
の
敷
地
を
広
範
囲
で
占
有
し
て
い
る
現
状
を
解
消
し
て
当
該
敷
地
の
有
効
な
活
用
を

実
現
し
、
原
子
力
災
害
か
ら
の
復
興
及
び
再
生
に
不
可
欠
な
廃
炉
作
業
を
円
滑
に
進
め
て
い
く
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。  

六
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
安
全
基
準
シ
リ
ー
ズ
」
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
、
網
羅
的
に
翻
訳
を
行
っ
て

い
る
も
の
で
は
な
く
、
原
子
力
規
制
庁
の
職
員
が
頻
繁
に
参
照
し
、
業
務
上
の
利
便
性
の
観
点
か
ら
翻
訳
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
に
限
り
、
こ
れ
に
該
当
す
る
部
分
の
訳
文
を
作
成
し
、
公
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、

お
尋
ね
の
「
Ｇ
Ｓ
Ｇ

８
」
に
つ
い
て
は
、
同
庁
の
職
員
が
頻
繁
に
参
照
す
る
文
献
に
該
当
し
な
い
た
め
、
御
指
摘
の
よ
う

に
「
翻
訳
・
掲
載
」
は
行
っ
て
い
な
い
。 

七
に
つ
い
て 



 

５ 

 

 
 

お
尋
ね
の
「
国
際
的
な
慣
行
に
依
拠
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
Ｇ
Ｓ
Ｇ

８
」
に
つ
い
て
は
、
国
際
原
子
力
機
関
の
策
定
す
る
放
射
線
防
護
等
に
係
る
安
全
要
件
で
あ
る
「IAEA 

SAFETY 
STANDARDS 

SERIES No.GSR PART 3

（2014

）
」
を
満
た
す
に
当
た
っ
て
推
奨
さ
れ
る
事
項
等
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
、

海
洋
放
出
に
当
た
っ
て
、
必
ず
し
も
御
指
摘
の
よ
う
に
「
準
拠
す
べ
き
」
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
海
洋
放
出

に
関
す
る
取
組
が
当
該
安
全
要
件
を
満
た
し
な
が
ら
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

八
に
つ
い
て 

 
 

経
済
産
業
省
に
お
い
て
、
有
識
者
を
含
め
て
、
平
成
二
十
五
年
か
ら
平
成
二
十
八
年
ま
で
開
催
し
た
「
ト
リ
チ
ウ
ム
水
タ

ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」
及
び
同
年
か
ら
令
和
二
年
ま
で
開
催
し
た
「
多
核
種
除
去
設
備
等
処
理
水
の
取
扱
い
に
関
す
る
小
委
員
会
」

に
お
い
て
、
セ
メ
ン
ト
系
の
固
化
材
を
用
い
た
固
化
を
含
め
、
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
風
評
に
よ
る
影
響

な
ど
社
会
的
な
観
点
も
含
め
た
総
合
的
な
議
論
を
重
ね
た
結
果
、
セ
メ
ン
ト
系
の
固
化
材
を
用
い
た
固
化
に
よ
る
対
応
に
つ

い
て
は
、
ト
リ
チ
ウ
ム
の
水
蒸
気
の
放
出
を
伴
う
な
ど
の
課
題
が
多
い
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


